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■
財
産
の
処
分
に
つ
い
て（
原
案
可
決
）

　旧
南
長
沼
小
学
校
、
旧
南
長
沼
中
学

校
跡
地
施
設
活
用
事
業
と
し
て
、
公
募

型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
り
土
地
・
建
物

の
売
買
候
補
者
を
、
令
和
２
年
12
月
23

日
開
催
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審
査
会
に
お

い
て
、
株
式
会
社
キ
ャ
メ
ル
珈
琲
に
選
定

し
、
文
部
科
学
省
へ
の
財
産
処
分
申
請

が
、
令
和
３
年
５
月
20
日
付
け
で
承
認

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、同
社
を
処
分
先
と
し
、

学
校
用
地
（
字
馬
追
原
野
９
０
６
番
23

及
び
25
）
３
万
８
０
７
０
平
方
メ
ー
ト

ル
を
２
６
０
０
万
円
で
売
却
す
る
た
め
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

■
令
和
３
年
度
長
沼
町
一
般
会
計
補
正

予
算
〔
第
２
号
〕（
原
案
可
決
）

　土
地
売
払
収
入
、
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
給
付
事
業
費
の
補
正

で
、既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
３
２
３
万
７
千
円
を
増
額

し
、
予
算
の
総
額
を
80
億
４
１
６
３
万

８
千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

■
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
原
案
同
意
）

　人
権
擁
護
委
員
で
あ
る
深
谷
裕
史
氏

（
東
７
線
南
19
番
地
）
及
び
中
原
幸
弘

氏
（
東
４
線
北
15
番
地
）
の
任
期
が
、

令
和
３
年
９
月
30
日
を
も
っ
て
満
了
と

な
る
こ
と
か
ら
、
中
原
幸
弘
氏
を
引
き

続
き
推
薦
し
、
深
谷
裕
史
氏
の
後
任
に

角
谷

　茂
氏
（
東
７
線
南
13
番
地
）
を

推
薦
す
る
た
め
、
議
会
の
意
見
を
求
め

る
も
の
で
す
。

第 ３ 回 臨 時 会
　６月 30 日に開催された令和３

年第３回町議会臨時会で、次の

案件が審議されました。

■
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）

　昭
和
63
年
度
に
購
入
し
た
除
雪
ド
ー

ザ
の
経
年
劣
化
に
よ
る
維
持
補
修
費
の

増
加
や
作
業
効
率
の
低
下
に
よ
り
、
除

雪
作
業
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
新
た
に
購
入
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
６
月
28
日
に
執
行
し
た
指
名
競

争
入
札
の
結
果
、
３
６
７
４
万
円
で
株

式
会
社 

高
田
モ
ー
タ
ー
ス
に
落
札
し

た
の
で
、
代
表
取
締
役 

髙
田
賢
一
氏

と
の
間
に
物
品
売
買
契
約
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

■
財
産
の
処
分
に
つ
い
て（
原
案
可
決
）

　マ
オ
イ
ゴ
ル
フ
リ
ゾ
ー
ト
内
フ
ラ

ワ
ー
パ
ー
ク
エ
リ
ア
活
用
事
業
と
し

て
、
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
よ
り
土

地
・
建
物
の
売
買
候
補
者
を
、
令
和
３

年
６
月
23
日
開
催
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
審

査
会
に
お
い
て
、
株
式
会
社
ホ
テ
ル

シ
ョ
コ
ラ
に
選
定
し
た
た
め
、
同
社
を

処
分
先
と
し
、
宅
地
、
雑
種
地
、
山
林

（
字
馬
追
原
野
１
０
０
１
番
１
ほ
か
33

筆
）
総
地
積
11
万
６
２
４
１
平
方
メ
ー

ト
ル
を
２
３
２
４
万
８
３
０
０
円
で
売

却
す
る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
で
す
。

こころの健康相談のお知らせ
　りふれでは、月に一度、精神科医師による「こ

ころの健康相談」を行っています。ご家族の

方からの相談も受け付けていますので、お悩

みの方はぜひご相談ください。

【日　時】　

　８月 17 日㈫、９月 21 日㈫
　９：30 ～ 11：30　※事前に予約が必要です

【場　所】りふれ

【問合先】りふれ　保健係（☎ 82-5555）

　町では、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な手続きや配慮すべき事項を定めることにより、

太陽光発電事業と地域との調和を図り、町民の安全で安心な生活環境の確保及び良好な自然環境と景観の

保全を図ることを目的に「長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例」を制定し、令和３年７月１日から

施行となりました。

　この条例は、施行日以後に、条例に規定する事前協議を開始する事業者について適用されます。

　また、施行日において、設置済みまたは設置工事中であっても、廃止の届出、維持管理、報告の徴取など

の規定は全ての事業者について適用されます。

■条例の主な内容　

《対象となる施設》

　発電出力が 10kW 以上の太陽光発電施設（建築

物の屋根、壁面若しくは屋上に設置するものまた

は設置者の事業所などと併設されるもので自己消

費を目的とするものを除きます。）

《事業者の責務》

　事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災

害を防止し、生活環境、景観その他自然環境を損

なわないよう十分配慮し、並びに周辺関係者と良

好な関係を保たなければなりません。

《抑制区域の指定》

　町長は、災害の防止、良好な自然環境などの保

全または太陽光発電施設の地域との調和のため、

設置について特に配慮が必要と認められる区域を

抑制区域として指定し、事業者に対し事業区域に

含まないよう求めることができます。

　事業者は、抑制区域を事業区域に含まないよう

十分配慮しなければなりません。

【抑制区域】

　⑴地すべり防止区域

　⑵急傾斜地崩壊危険区域

　⑶�土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

　⑷�農業振興地域の区域内にある農用地など

　⑸保安林

　⑹河川区域、河川保全区域

　⑺�景観計画区域のうち馬追丘陵区域

　⑻�都市計画用途地域のうち

　　各住居専用地域、各住居地域、各商業地域

　⑼埋蔵文化財を包蔵する土地

　⑽鳥獣保護区、特別保護地区

長沼町太陽光発電施設の設置に関する条例
の制定について

《町長との事前協議》

　事業者は、太陽光発電施設の設置事業を行おう
とするときは、事業計画について、あらかじめ町
長と協議しなければなりません。

《周辺関係者説明会などの開催》

　事業者は、周辺関係者への説明会などを開催しな
ければなりません。事業計画の内容について、周辺
関係者の理解が得られるよう努め、質問、意見など
に対しては、丁寧かつ誠意を持って対応し、さらに
説明を求められた場合は再度説明会を開催するなど
の措置を講じるよう努めなければなりません。
　周辺関係者への説明会を開催したときは、その
結果を町長に報告しなければなりません。

■主な手続きの流れ　

《町長へ説明会などの結果報告》

《事業計画の届出（工事着手の 60 日前）》

《届出後速やかに標識を設置》

《工事完了届（完了から 14 日以内）》

《常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理》

《廃止届（廃止の 30 日前）》

《廃止完了届（廃止完了から 30 日以内）》

工事着手

運転開始

周辺関係者の理解を得る

【問合先】役場企画政策係（☎ 76-8015）

■町長が必要に応じて行う措置　

●報告の徴取

●立入調査など

●指導、助言

・指導、助言に従わない
・虚偽の手続き　など

勧告に従わない勧 告 公 表

▶指導、助言及び勧告を行ったとき、国または北海道へ通知します

　

町
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
社
会
経
済
活
動
に
与
え
る
影
響
を

勘
案
し
、
国
の
実
施
し
た
特
別
定
額
給
付

金
を
拡
充
し
、
令
和
３
年
４
月
２
日
か
ら

令
和
４
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

新
生
児
の
保
護
者
を
対
象
に
、
新
生
児
等

特
別
定
額
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

令
和
３
年
４
月
２
日
か
ら
令
和
４
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
長
沼
町
に

住
民
登
録
を
さ
れ
た
子
の
保
護
者

※ 

転
入
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
他
の
自

治
体
で
既
に
同
様
の
給
付
金
を
受
け

て
い
る
場
合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
支
給
額
】

　

対
象
新
生
児
１
人
に
つ
き
10
万
円

【
申
請
方
法
】

　

新
生
児
の
出
生
届
（
ま
た
は
対
象
新

生
児
が
い
る
世
帯
の
転
入
届
）
を
提
出

す
る
際
に
、
町
民
生
活
係
か
ら
申
請
書

が
配
布
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
入
し
、関
係
書
類
を
貼
付
け
の
う
え
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
限
】

　

令
和
４
年
４
月
20
日
㈬

【
申
請
・
問
合
先
】

　

り
ふ
れ
子
ど
も
支
援
係

（
☎
82-

５
５
５
５
）

新
生
児
ひ
と
り
に
つ
き

10
万
円
を
支
給
し
ま
す


